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「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給につきましては，「公費負担医療

が行われる療養に係る高額療養費の支給について」（昭和48年10月30目付保発第42号・

庁保発第26号）により取り扱われておりました。

　今般，健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号）等が平成

19年4月1目から施行され（平成19年3月29目付目医発第1258号にてご連絡済み。），

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費が現物給付化されること，「感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（平成18年法律第106号）」

の一部の施行に伴い，平成19年3月31目をもって結核予防法が廃止されたこと等に伴い，

標記通知が一部改正されましたので，お知らせ申し上げます。

　入院療養等において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併せて行

われる場合の支払いにつきましては，従前から，70歳以上の者に係る規定がありましたが，

今回の改正により，70歳未満の者で高額療養費の現物給付化の対象となる者に係る規定が

追加されております。

　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　なお，本件につきましては，日本医師会ホームページのメンバーズルーム中，医療保険

の「平成18年度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載いたします。

（添付資料）

1　「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

　　（平19．5．8　保発第0508002号　厚生労働省保険局長通知）



　　　　　　　（別添）

保発第0508002号
平成19年5月8日

社会保険庁運営部長殿

厚生労働省保険局長
　　（公印省略）

「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給については・「公費負担医療奢行

われる療養に係る高額療養費の支給1こついて」（昭和48年・・月30日イ騨第42三
庁保険発第26号）により取り扱ってきたところであるが・健康保険法髄令等の一部を

改正する政令（平成・8年政令第39・号）が平成・9年4月・日から施行され二7墜

黎雛等騰灘鷺離婁燵諜雲縦縞
上、遺憾なきを期されたい。

また、今回の取扱いについて、貴管下の被保険者、事業主・船舶所有者・保険医騨関

その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

記

、中r原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の次に「（平成6年法騨1し7号）」

洲懇・難聴5、鴇難鞭3齢、織屋薯繋
号）第47条ノ2／9、第47条ノ2ノ・・若しくは第47条ノ3」1こ改め・「9月」を

削る。

　2中「窓口払い」を「窓口負担」に改める。

　3の（2）中「13及び14」を「12、13及び15」に改める。　　　　　　　議
4の（、）中r生活保護法」の次にr（日召和25年法律第・44号）」を加え・（2）屡

次のように改める。
　　（2）入院療養において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併

　　　　せて行われる場合の支払いについては、以下のとおりとすること。



イ　70歳に達する日の属する月以前の入院療養の場合
　（イ）　保険単独の療養及び公費負担医療の併用に係る健康保険法施行令（大正

　　　15年勅令第243号。以下「令」という。）第41条第1項第1号イか
　　　らへまでに掲げる額（以下「一部負担金等」という。）が、それぞれ21，

　　　000円以上であり、かつ、当該公費負担医療に係る費用徴収額が生ずる

　　　場合
　　　　支払基金は、保険単独の療養に係る一部負担金等と公費負担医療に係る

　　　費用徴収額を合算した額が限度額（令第42条第1項第2号に掲げる者に

　　　該当していることにつき保険者の認定を受けている者にあっては150，

　　　O　O　O円に医療費のうち500，000円を超える部分の100分の1を
　　　加えた額（高額療養費多数回該当の場合は、83，400円）、同項第1
　　　号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者にあ

　　　つては80，100円に医療費のうち267，000円を超える部分の1
　　　00分の1を加えた額（高額療養費多数回該当の場合は、44，400円）、

　　　同項第3号に該当していることにつき保険者の認定を受けている者にあっ

　　　ては35，400円（高額療養費多数回該当の場合は24，600円）。
　　　以下この号において同じ。）を超えるときは、当該合算した額と限度額の

　　　差額についても保険者に請求すること。

　　　　なお、令第42条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき保
　　　険者の認定を受けている者の入院療養において、公費負担医療における費

　　　用徴収額が限度額を超える場合は、費用徴収額と限度額の差額についても

　　　保険者に請求すること。

　（ロ）　（イ）以外の場合

　　　　支払基金は、保険単独の療養に係る一部負担金等が限度額を超えるとき

　　　は、当該額と限度額の差額についても保険者に請求すること。

ロ　70歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養の場合

　　支払基金は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養において社

　会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併せて行われる場合に

　つき、保険単独の療養に係る一部負担金等と公費負担医療に係る費用徴収額を

　合算した額が限度額（令第42条第2項第2号に掲げる者にあっては80，1

　00円に医療費のうち267，000円を超える部分の100分の1を加えた
　額（高額療養費多数回該当の場合は、44，400円）、同項第3号に掲げる

　者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者にあっては24，6

　00円、同項第4号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

　ている者にあっては15，000円、それら以外の者にあっては44，400
　円。以下この号において同じ。）を超えるときは、当該合算した額と限度額の

　差額についても保険者に請求すること。

　　なお、令第42条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当していることに

　つき保険者の認定を受けている者の入院療養において、公費負担医療における

　費用徴収額が限度額を超える場合は、費用徴収額と限度額の差額についても保



　　　　　険者に請求すること。

　4の（3）中「70歳に達する日の属する月の翌月以降の」を「入院療養以外の」に改

める。

　5中「支払基金において、診療報酬明細書の右下の高額療養費欄に当該金額の記載を行

うので、保険者は当該記載のある診療報酬明細書に係る高額療養費は、被保険者に対し」

を「保険者は診療報酬明細書の左下の負担金額欄又は一部負担金欄の記載内容を確認する

ことにより、被保険者に対し高額療養費を」に改める。

　別紙の1中「（平成6年法律第117号）」を削り、5中「（昭和25年法律第144号）」

を削り、6を次のように改める。

6　削除
　別紙の9中「第37条第1項」の次に「又は第37条の2第1項」を加える。



◎　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について（昭和48年10月30日保発第42号’庁保発第26号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　旧　対　照　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改 正 後

1　趣旨
　　高額療養費の支給は、被保険者からの請求に基づいて行われるのが
原則であるが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6隼
法律第117号）による一般疾病医療費の支給その他健康保険法施行
規則（大正15年内務省令第36号）第106条かゑ第10且条まで
若しくは船員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第5号）弔47条

　ノ2／9、第47条ノ2／10若しくは第47条ノ3又は昭和59年
　厚生省告示第157号に規定する医療に関する給付（以下「公費負担
　医療」という。）が行われる療養に係る高額療養費の支給については
　、保険者は被保険者に支給することに代えて高額療養費の額を直接保
　険医療機関等に支払うこととした。これは、従来、家族療養費が現物
　給付の取扱いとして行われる場合において、当該療養につき公費負担
　医療が行われるときは、患者の窓口負担を要することなく当該給付を
　受けられるよう取扱っていることにかんがみ、高額療養費支給制度の
　創設により、新たに患者の窓口負担が生ずることなく本制度が実施で
　きるようにしたものであり、保険医療機関等における請求事務におい
　ても最小限度のものとすることとしたものであること。
　　なお、前記公費負担医療の種類は、別紙のとおりである。

2　保険医療機関等における患者負担額の支払い
　　被保険者及びその被扶養者が当該療養につき公費負担医療を受ける
　場合には、当該療養にっき高額療養費が支給される場合にあっても、
　当該高額療養費を保険医療機関等が被保険者に代って保険者に請求す
　ることとしたので、被保険者及びその被扶養者は、従前どおり窓口負
　担なしに医療が受けられるものであること。

3　保険医療機関等の高額療養費の額の請求
　　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費についての高額療養
　費の保険医療機関等からの保険者に対する請求は、次により行うもの

　であること。
（1）　　（略）

（2）　被保険者又は被扶養者が別紙12、13及び15の公費負担医療
　　に関する給付が行われるべき療養を受けた場合において、高額療養
　　費の支給対象であるときは、診療報酬明細書の「特記事項」欄に、
　　高額療養費が支給されるものであることの表示（「公」の表示）を

　　行うものであること。

現 行

1．趣旨
　高額療養費の支給は、被保険者からの請求に基づいて行われるのが
原則であるが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般
疾病医療費の支給その他健康保険法施行規則第106条から第108
条まで若しくは船員保険法施行規則第47条ノ2／4、第47条ノ2

　／5若しくは第47条ノ2／6又は昭和59年且且厚生省告示第15
　7号に規定する医療に関する給付（以下「公費負担医療」という。）
　が行われる療養に係る高額療養費の支給については、保険者は被保険
者に支給することに代えて高額療養費の額を直接保険医療機関等に支

　払うこととした。これは、従来、家族療養費が現物給付の取扱いとし
　て行われる場合において、当該療養につき公費負担医療が行われると
　きは、患者の窓口負担を要することなく当該給付を受けられるよう取
　扱っていることにかんがみ、高額療養費支給制度の創設により、新た
　に患者の窓口負担が生ずることなく本制度が実施できるようにしたも
　のであり、保険医療機関等における請求事務においても最小限度のも
　のとすることとしたものであること。
　　なお、前記公費負担医療の種類は、別紙のとおりである。

2　保険医療機関等における患者負担額の支払い
　被保険者及びその被扶養者が当該療養にっき公費負担医療を受ける
場合には、当該療養につき高額療養費が支給される場合にあっても、

　当該高額療養費を保険医療機関等が被保険者に代って保険者に請求す
　ることとしたので、被保険者及びその被扶養者は、従前どおり窓口払
　いなしに医療が受けられるものであること。

3　保険医療機関等の高額療養費の額の請求
　　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費についての高額療養
　費の保険医療機関等からの保険者に対する請求は、次により行うもの
　であること。

（1）　　　（r“各）

（2）　被保険者又は被扶養者が別紙13及び14の公費負担医療に関す
　　る給付が行われるべき療養を受けた場合において、高額療養費の支
　　給対象であるときは、診療報酬明細書の「特記事項」欄に、高額療
　　養費が支給されるものであることの表示（「公」の表示）を行うも
　　のであること。



　　会保険と公費負担医療の併用の者に係る診療報酬明細書及び「公」
　　の表示のなされた診療報酬明細書（それぞれ高額療養費の支給に係
　　るものに限る。）については、当該診療報酬明細書における総医療
　　費から基準額（70歳に達する日の属する月以前の療養の場倉にあ
　　つては80，100円に医療費のうち267，000円を超える部
　　分の100分の1を加えた額、70歳に達する目の属する月の翌月
　　以降の療養の場合にあっては、当該療養が外来療養であるときは1
　　2，000円、当該療養が入院療養であるときは44，400円（
　　生活保護法（昭和25年法律第144号）第15条の医療扶助につ
　　いては、70歳に達する日の属する月以前の療養の場合にあっては
　　35，400円、70歳に達する日の属する月の翌月以降の療養の
　　場合にあっては、当該療養が外来療養であるときは8，000円、
　　当該療養が入院療養であるときは15，000円）。以下同じ。）
　　を控除した額を保険者に対して請求すること。また、公費負担分に
　　ついては、それが支払基金において審査、支払いを行うものである
　　ときは基準額を限度として当該公費負担医療実施者に対して請求し
　　、それが支払基金において審査、支払いを行わないものであるとき
　　は、当該公費負担医療実施者は基準額を限度として保険医療機関等
　　に対して支払うものであること。
（2）　入院療養において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単

4　社会保険診療報酬支払基金における高額療養費の支払い
（1）　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」といっ。）は、仕

　　独の療養が併せて行われる場合の支払いについては、以下のとおり
　　とすること。
　　イ　70歳に達する日の属する月以前の入院療養の場合

（イ） {讐男雛讐鵜諜讐鷺雲叢早欝弊弊弊

奪蟻筆黙隷妻。嚇轟講嚢隷
1旦羨羅鴛薔総灘窪警護蕎縫器讐蝦讐

慧郵聾讐欝議鴇鱗皆青諜齢
うち500，000円を超える部分の100分の1を加えた

欝離離讐騰鞭鰹§。暴贔署お課
を受けている者にあっては80，100円に医療費のうち2
67・000円を超える部分の ¥号♀誓書講10矯騨
難灘警騰誉僅倉讐楳険者の認定を受けている者に

あっては35，400円（高額療養費多数回該当の場合は2

4　社会保険診療報酬支払基金における高額療養費の支払い
（1）　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）は、社
　　会保険と公費負担医療の併用の者に係る診療報酬明細書及び「公」
　　の表示のなされた診療報酬明細書（それぞれ高額療養費の支給に係
　　るものに限る。）については、当該診療報酬明細書における総医療
　　費から基準額（70歳に達する目の属する月以前の療養の場合にあ
　　つては80，100円に医療費のうち267，000円を超える部
　　分の100分の1を加えた額、70歳に達する日の属する月の翌月
　　以降の療養の場合にあっては、当該療養が外来療養であるときは1
　　2，000円、当該療養が入院療養であるときは44，400円（
　　生活保護法第15条の医療扶助については、70歳に達する目の属
　　する月以前の療養の場合にあっては35，400円、70歳に達す
　　る目の属する月の翌月以降の療養の場合にあっては、当該療養が外
　　来療養であるときは8，000円、当該療養が入院療養であるとき
　　は15，000円）。以下同じ。）を控除した額を保険者に対して
　　請求すること。また、公費負担分については、それが支払基金にお
　　いて審査、支払いを行うものであるときは基準額を限度として当該
　　公費負担医療実施者に対して請求し、それが支払基金において審査
　　、支払いを行わないものであるときは、当該公費負担医療実施者は
　　基準額を限度として保険医療機関等に対して支払うものであること

　　o（2）
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す録事嶺42条第1項第3号に掲げる者に該当している

1萎1欝欝難難議等欝藁
　　と。

（ロ）「イ）以外の場合

を羨饗讐．響欝欝羅磐灘署響

講難藩1繋撫灘無
第・・条第・項第2 汲P離籍篇募18b券耀垢竪
鶏要言i藩無事数回該当の場合は、44，4・・里）、同項

黒髪暑鋸螺書評吾需品高義騰書雛器懲麦

藁熊蝉難難1護離離
　額の差額についても保険者に請求すること。

義義欝難難諜1暴難簿1
　　費用徴収額と限度額の差額についても保険者に請求すること。
（3）　（2）は、入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総会
　的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が

　定めるものについて準用すること。

5　保険者の事務
　　高額療養費が保険医療機関等に支払われるものである場倉、保険者

罐讐嬰鰻誓鹸欝欝際籟諜雛篭禦襲爵禦

（4）　　　（略）

とのないよう特に注意すること。
　なお、公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費について被保
険者から請求があったときは、保険者において事実関係を十分に聴取

（3）

（4）

5

蕪雑舞蕪舞灘1難鱗

円を超える部分の100分の1 D畿輩裂離響響欝
叢審無難1驚1難1馨

、一
ﾌ医療機関による総合的かっ計画的な医学的管理の下における

療養として厚生労働大臣が定めるものについて準用すること。
　　（略）

保険者の事務
高額療養費が保険医療機関等に支払われるものである場合、支埜基

謙1灘蕪藁羅馨1
（2）は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の療養であって

蓉離離響難艷種鞘轄難
と。

　なお、公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費について被保



、調査し処置すること。

6　　（略）

（別紙）

1　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の

　支給
2　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第20条第2項の医療に
　係る療育の給付又は同法第24条の20第1項（同崔第63条の3の
　2第3項において適用する場合を含む。）の障害児施設医療費の支給
3　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第58条第↓項の
　自立支援医療、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法弔71
　条第1項の基準該当療養介護医療費の給付
4　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第12
　3号）第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関す

　る給付
5　生活保護法第15条の医療扶助
6　削除

7　麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）第58条の1
　7第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
8　母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条の養育医療の給
　付
9　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成1
　0年法律第114号）第37条第1項又は第37条の2第1項の規定
　により費用の負担が行われる医療に関する給付
10　石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号
　）第4条第1項の医療費の支給
11　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の事業、
　同法第22条第1項の助産の実施、同法第27条第1項第3号の措置
　　（知的障害児通園施設への入所措置を除く。）、同条第2項の指定医
　療機関への委託措置又は同法第33条の一時保護に係る医療の給付
12　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政

　令（昭和47年政令第108号）第3条又は第4条の医療費の支給
13　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第2項

　の障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第5項の厚
　生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付
！4　昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「

　特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の糸鑓寸
15　昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知「

　毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支系径
16　平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知「

険者から請求があったときは、保険者においで事実関係を十分に聴取

　、調査し処置すること。

6　　（略）

（別紙）

1　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6年法律第117
　号）による一般疾病医療費の支給

2一剴ｶ福祉法（昭和22年法律第164号）第20条第2項の医療に
　係る療育の給付又は同法第24条の20第1項（同法第63条の3の
　2第3項において適用する場合を含む。）の障害児施設医療勢支給
3　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第58条弟1項の
　自立支援医療、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第7！
　条第1項の基準該当療養介護医療費の給付
4　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第12
　3号）第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関す
　る給付
5　生活保護法（昭和25年法律第144号）第15条の医療扶助
6　結核予防法（昭和26年法律第96号）第34条第1項又は第35
　条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
7　麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）第58条の1
　7第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
8　母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条の養育医療の給
付

9　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平嘆1
　0年法律第114号）第37条第1項の規定により費用の負担が行わ
れる医療に関する給付

10　石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号
　）第4条第1項の医療費の支給
11　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の事業、

同轍饒籠歯搬壁激魏匿購響7糟鵜盤魏難
　療機関への委託措置又は同法第33条の一時保護に係る医療の給付
12　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政
　令（昭和47年政令第108号）第3条又は第4条の医療費の支給
13　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第2項
　の障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第5項の厚
　生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付
14　昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「
　特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付
15　昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知「
　毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給
16　平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知「



先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に

係る医療の給付
17　平成4年4月30日環保業第227号環境事務次官通知r水俣病
総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

18　平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次
官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び
健康被害に係る緊急措置事業要綱」についてによる医療費の支給

19　平成17年5月24日環保企発第050524001号環境事務
　次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」によ
　る研究治療費の支給
20　都道府県又は市町村（以下「都道府県等」という。）が行う医療
　に関する給付であって、社会保険診療報酬支払基金法第15条第3項
　の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付（昭和52年
厚生省告示第239号）各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの

21　都道府県等が行う医療に関する給付であって、社会保険診療報酬
　支払基金法（昭和23年法律第129号）第15条第2項に規定する
　法律による医療に関する給付に準ずるもの

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に
係る医療の給付

17　平成4年4月30目環保業第227号環境事務次官通知「水俣病
総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

18　平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次
官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び
健康被害に係る緊急措置事業要綱」についてによる医療費の支給

19　平成17年5月24日環保企発第050524001号環境事務
次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」によ

　る研究治療費の支給
20　都道府県又は市町村（以下「都道府県等」という。）が行う医療
　に関する給付であって、社会保険診療報酬支払基金法第15条第3項
　の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付（昭和52年
厚生省告示第239号）各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの

21　都道府県等が行う医療に関する給付であって、社会保険診療報酬
支払基金法（昭和23年法律第129号）第15条第2項に規定する

　法律による医療に関する給付に準ずるもの



保発第0508003号
平成19年5月8日

地方厚生（支）局長殿

厚生労働省保険局長
　　（公印省略）

「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給については、「公費負担医療が行

われる療養に係る高額療養費の支給について」（昭和48年10月30日保発第42号・
庁保険発第26号）により取り扱ってきたところであるが、健康保険法施行令等の一部を

改正する政令（平成18年政令第390号）が平成19年4月1日から施行され、70歳
未満の者の入院等に係る高額療養費が現物給付化されることに伴い、同通知の一部を下記

のとおり改正し、同日から適用することとしたので、健康保険組合の指導に当たっては十

分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

　1中「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の次に「（平成6年法律第117号）」

を、「健康保険法施行規則」の次に「（大正15年内務省令第36号）」を加え、「第47条

ノ2／4、第47条ノ2／5若しくは第47条ノ2／6」を「（昭和15年厚生省令第5
号）第47条ノ2／9、第47条ノ2／10若しくは第47条ノ3」に改め、「9月」を

削る。

　2中「窓口払い」を「窓口負担」に改める。

　3の（2）中「13及び14」を「12、13及び15」に改める。
　4の（1）中「生活保護法」の次に「（昭和25年法律第144号）」を加え、（2）を

次のように改める。
　　（2）　入院療養において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併

　　　　せて行われる場合の支払いについては、以下のとおりとすること。

　　　　イ　70歳に達する日の属する月以前の入院療養の場合
　　　　　（イ）　保険単独の療養及び公費負担医療の併用に係る健康保険法施行令（大正

（以下略）



保発第0508004号
平成19年5月8日

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局長

「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

　公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給については、「公費負担医療が行

われる療養に係る高額療養費の支給について」（昭和48年10月30日保発第42号・
庁保険発第26号）により取り扱ってきたところであるが、健康保険法施行令等の一部を

改正する政令（平成18年政令第390号）が平成19年4月1日から施行され、70歳
未満の者の入院等に係る高額療養費が現物給付化されることに伴い、同通知の一部を下記

のとおり改正し、同日から適用することとしたので、その運用に当たっては十分に留意の

上、遺憾なきを期されたい。

記

　1中「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の次に「（平成6年法律第117号）」

を、「健康保険法施行規則」の次に「（大正15年内務省令第36号）」を加え、「第47条

ノ2／4、第47条ノ2／5若しくは第47条ノ2／6」を「（昭和15年厚生省令第5
号）第47条ノ2／9、第47条ノ2／10若しくは第47条ノ3」に改め、r9月」を
削る。

　2中「窓口払い」を「窓口負担」に改める。

　3の（2）中「13及び14」を「12、13及び15」に改める。
　4の（1）中「生活保護法」の次に「（昭和25年法律第144号）」を加え、（2）を

次のように改める。
　　（2）　入院療養において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併

　　　　せて行われる場合の支払いについては、以下のとおりとすること。

　　　　イ　70歳に達する日の属する月以前の入院療養の場合
　　　　　（イ）　保険単独の療養及び公費負担医療の併用に係る健康保険法施行令（大正

　　　　　　　15年勅令第243号。以下「令」という。）第41条第1項第1号イか

（以下略）


